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第４４５回（定例）福崎町議会会議録  

平成２４年６月８日（金） 

午前９時３０分  開  会 

 

  １．平成２４年６月８日、第４４５回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。  

 

  １．出席議員     １５名  

      １番  北 山 孝 彦       ９番  宮 内 富 夫 

      ２番  牛 尾 雅 一      １０番  釜 坂 道 弘 

      ３番  石 野 光 市      １１番  東 森 修 一 

      ４番  小 林  博      １２番  冨 田 昭 市 

      ５番  志 水 正 幸      １３番  城 谷 英 之 

      ６番  福 永 繁 一      １５番  高 井 國 年 

      ７番  前 川 裕 量      １６番  松 岡 秀 人 

      ８番  難 波 靖 通 

 

  １．欠席議員      １名  

     １４番  吉 識 定 和 

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  志 水 利 雄  主 査  吉 識 功 二 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  嶋 田 正 義  副 町 長  橋 本 省 三 

    教 育 長  髙 寄 十 郎  技 監  西 川 尚 浩 

    民生参事兼健康福祉課長  牛 尾 敏 博  総 務 課 長  尾 﨑 吉 晴 

    企 画 財 政 課 長  福 永  聡  税 務 課 長  中 塚 保 彦 

    会 計 管 理 者  高 松 伸 一  住 民 生 活 課 長  松 岡 英 二 

    ま ち づ く り 課 長  豊 國 明 仁  産 業 課 長  近 藤 博 之 

    下 水 道 課 長  井 上 茂 樹  水 道 課 長  長 澤 茂 弘 

    社 会 教 育 課 長  山 下 健 介  学 校 教 育 課 長  山 本 欽 也 

 

    代 表 監 査 委 員  城 谷  章 

 

  １．議事日程  

    第 １ 会議録署名議員の指名  

    第 ２ 会期の決定  

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 議案の上程・議案説明  

 

  １．本日の会議に付した事件  

    日程第 １ 会議録署名議員の指名  

    日程第 ２ 会期の決定  

    日程第 ３ 諸報告  

    日程第 ４ 議案の上程・議案説明  
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  １．議案件名  

    報告第 ５号  平成２３年度兵庫県町土地開発公社事業報告について  

    報告第 ６号  平成２３年度福崎町一般会計予算繰越明許費にかかる繰越計算書の報  

           告について  

    報告第 ７号  平成２３年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費にかかる  

           繰越計算書の報告について  

    報告第 ８号  平成２３年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告について  

    議案第３３号  中播公平委員会委員の選任について  

    議案第３４号  平成２３年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について  

    議案第３５号  平成２３年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定について  

    議案第３６号  平成２３年度福崎町水道事業剰余金処分について  

    議案第３７号  平成２３年度福崎町工業用水道事業剰余金処分について  

    議案第３８号  福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  

    議案第３９号  福崎町水道事業及び福崎町工業用水道事業の設置等に関する条例の一  

           部を改正する条例について  

    議案第４０号  平成２４年度福崎町一般会計補正予算（第１号）について  

    議案第４１号  共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起について  

    議案第４２号  工事請負契約について  

    議案第４３号  工事請負契約について  

    議案第４４号  工事請負契約について  

 

  １．開会及び開議  

 

議 長 皆さん、おはようございます。  

       第４４５回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上

げます。  

       田植えシーズンとなり、梅雨入りの季節となりました。  

       本日ここに第４４５回福崎町議会定例会が招集されましたところ、議員各位に

おかれましては、本日は早朝からご参集を賜り、定刻に開会できますこと、まこ

とにありがとうございます。  

       さて、今期定例会に付議されます案件は、報告第５号から第８号までの４件、

議案第３３号から第４４号までの１２件の、計１６件が予定されております。  

       何とぞ議員各位には慎重審議の上、適正妥当なる結論づけが得られますようお

願い申し上げますとともに、議事の円滑なる運営につきましても格別のご協力を

お願いいたしまして、本定例会の開会のあいさつといたします。  

       ただいまの出席議員数は１５名でございます。  

       定足数に達しております。  

       よって、第４４５回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。  

       なお、本日の議会に吉識議員から欠席届が出ておりますので、報告しておきま

す。 

       これより本日の日程に入ります。  

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。  

       会議録署名議員の指名は、会議規則第１２０条の規定により議長が指名いたし



－3－ 

ます。  

        １番、北山孝彦議員  

       １０番、釜坂道弘議員  

       以上の両君にお願いいたします。  

 

日程第２ 会期の決定  

 

議 長 日程第２は、会期の決定であります。  

       会期の決定の件を議題といたします。  

       去る６月１日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、既

に皆さんのお手元にお渡ししております日程表（案）のとおり、本日から６月２

０日までの１３日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議 長 異議なしと認めます。  

       よって、会期は本日から６月２０日までの１３日間といたします。  

 

日程第３ 諸報告  

 

議 長 日程第３は、諸報告であります。  

       第４４４回臨時会閉会後、本日までの主要事項について、事務局から報告させ

ます。  

書 記 諸報告をいたします。  

       報告の内容につきましては、お手元に配付の資料のとおりであります。  

       その中で、主なものを申し上げます。  

       ５月２８日、福崎町商工会館において、福崎町商工会通常総代会が行われ、副

議長が出席し、あいさつを述べてまいりました。  

       ５月３１日、福崎町文化センターにおいて、福崎町老人クラブ連合会総会が行

われ、議長が出席し、あいさつを述べてまいりました。  

       ６月４日、福崎町商工会館において、福崎町経営者協会通常総会が行われ、議

長が出席し、あいさつを述べてまいりました。  

       以上、報告とさせていただきます。  

議 長 また、例月出納検査の報告書及び陳情書が議長あてに提出されており、その写

しを配付しておりますので、ごらんいただければ幸いと存じます。  

 

日程第４ 議案の上程・議案説明  

 

議 長 日程第４は、議案の上程であります。  

       これから報告第５号、平成２３年度兵庫県町土地開発公社事業報告についてか

ら、議案第４４号、工事請負契約についてまでの計１６件を一括議題といたしま

す。 

       これから町長提案の議案に対する上程理由の説明を求めてまいります。  

町 長 おはようございます。  

       第４４５回福崎町議会定例会に、農繁期で大変お忙しい中ご出席いただきまし

て、ありがとうございます。  

       きょうの朝、ＮＨＫのラジオ放送で、きょうは何の日というのを聞いておりま

すと、１９４５年、昭和２０年でありますけれども、きょうはポツダム宣言を受
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諾せず、本土決戦を行うということを決めた日であります。私は当時４年生であ

りましたけれども、当時を思いながら感慨にふけったわけであります。  

       もし、このときに、ポツダム宣言を受諾していたなら、８月の６日、９日の広

島、長崎の原爆の投下はなかったでありましょうし、姫路が焼かれたのは今月の

終わりごろでありますけれども、それもなくて済んだわけであります。  

       しばらくたってポツダム宣言を受諾し、８月の１５日に終戦を迎えるわけであ

りますけれども、大変大きな犠牲者をこのために出したということを思うと、残

念でなりません。  

       そしてまた戦争が終わって、昭和２２年の年になって労働基準法が制定されま

した。そしてきょうは、これまで聖職とされておりました先生も労働権が認めら

れ、日教組が結成された日、これもきょうというふうにＮＨＫのラジオは伝えて

いたわけであります。  

       さて、３月議会から６月にかけて、世界は大きく変化をいたしました。  

       サッチャー、レーガン時代から続いてきた新自由主義に対して抵抗の活動は続

いてきましたが、この時期に大きな運動として顕在化してまいりました。新自由

主義は、国にあっては小さな政府を、国民に対しては、いのち、くらしを切り縮

めることを要求してまいりました。  

       結果として、弱肉強食社会が進行し、貧富の差が拡大しました。この貧富の差

を解消しようとする動きは活発化し、中東では民主化の風が吹いています。ヨー

ロッパでは、フランスでサルコジ大統領の再選を阻止し、ギリシャではやり直し

選挙が進んでいます。この動きは世界的に加速するのではないかと、私は考えて

おります。  

       日本では、まだ新自由主義的な動きは大きな比重を占めているように見えます

が、今続いている国会の状況の根底には新自由主義に対する評価の対立があり、

日本においても、フランスやギリシャと共通する国民の芽生えが大きくなってい

ると見ています。  

       ５月３日は憲法記念日です。今年は、３．１１の復興をめざす中で、沖縄の基

地をめぐって、尖閣諸島、竹島、千島列島を含む領土をめぐって、憲法問題が大

きく取り上げられました。とりわけ、第９条を中心とした改憲と護憲の動きが双

方で取り組まれました。  

       私は「憲法をくらしの中へ」を一貫して掲げてまいりました。公務員である以

上、憲法第９９条を守って、これからも進んでいきたいと考えています。戦中、

戦後を体験し、今も生きている私としては、平和であることがどれほど大切かを

しみじみと思うのであります。次の大戦が起これば、必ずや核兵器が使われるで

しょう。そうなればどうなるのでしょうか。その被害は広島や長崎をはるかに超

えるものだと思います。小さな町ではあっても、格差の是正、平和への取り組み

は人類の進歩と発展に寄与できると確信しております。  

       町内に目を移しますと、大きな出来事がありました。  

       一つは、有限会社アケボノ企画との裁判が結審しました。今回の裁判は勝訴で

ありますが、前回の裁判は敗訴であります。そのため、前回の司法判断に沿って

執行していかなければなりません。財政事情は厳しいものですが、いつまでも放

置することは許されないと考え、補正予算案を提出しております。その額は１，

６００万円を超えており、町民の皆様には大変ご迷惑をおかけすることになりま

す。 

       もう一つは、下水道工事における不正工事の発覚であります。６月号広報にも

書きましたが、危機管理の大切さを痛感しています。今年は地産地消のまちづく
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りを提唱し、福崎町にある人、もの、組織に光を当て、再評価して、「活力にあ

ふれ 風格のある  住みよいまち」づくりに貢献したいと考えておりました。そ

の中にあって、一部の町内業者による確信的な不正工事はまことに残念でありま

す。さっそく調査委員会を設置し、調査を進めております。  

       大切なことは、再発の防止であります。しっかりと総括を行い、教訓をくみ取

り、再発防止に努めていきたいと考えております。  

       今、節電が大きな課題となっています。電気エネルギーは私たちの生活にとっ

て欠かせないものになっています。  

       原子力発電所は運転開始当初から賛否が論じられてきました。福島原発の事故

によって、放射能に関する知識技能は初歩的なものであって、放射能を制御する

十分な力を持っていないことが露呈いたしました。ドイツでは原発に頼らないエ

ネルギー政策を打ち出し、スイスその他多くの国々でその方向での論議が続いて

います。地震列島と言われる日本でも原発に頼らないエネルギー政策を推進すべ

きだと私は考えています。  

       間もなく最暑期を迎えますが、節電に努め、この夏を乗り切っていかなければ

なりません。町としても町内の皆様に節電の協力をお願いしていきたいと考えて

おります。  

       さて、今議会への提案は、報告４件、議案１２件の総数で１６件であります。  

       詳細説明は、副町長を初め各担当課長が行いますので、十分ご審議の上、ご賛

同賜りますようお願いを申し上げます。  

       次に、各課の取り組み状況を報告させていただきます。  

       総務課では、６月１日の善意の日に、長年ボランティアなどの活動をされた３

団体と４名の方に福崎町善意賞（クロガネモチ賞とサルビア賞）を贈りました。

今後ますますボランティアの輪が広がることを期待しているわけであります。  

       次に、選挙事務についてですが、選挙人名簿の定時登録者数は６月１日の基準

日現在、男子７，４１５人、女子８，０８１人、合計で１万５，４９６人となり、

前回３月基準日より２６人の増となっております。  

       企画財政課については、有限会社アケボノ企画の訴訟判決にかかわる対応経費

として、１，６２０万円の補正予算を計上していますが、予算執行に当たっては

慎重に対応して対処してまいりたいと考えております。  

       「福崎町建設工事にかかる不正行為に関する調査委員会」を４月に設置しまし

た。町が発注した建設工事等で不正な行為や重大な事案が発生したため、原因調

査や再発防止を図るための取り組みを強めて進めています。  

       自治基本条例制定については、町における自治の基本理念や行政運営の基本原

則を明確にし、町民にとってよりわかりやすい行政運営を行うため、「福崎町自

治基本条例」の制定に取り組んでいます。条例案を検討するため、一般公募や学

識経験者、町議会議員、町内団体代表等で構成する「福崎町自治基本条例検討委

員会」を設置し、進めてまいります。  

       税務課につきましては、平成２４年度の住民税特別徴収納税通知書は５月９日

に１，６６１事業所に、また軽自動車税につきましては８，４６５台の納税通知

書を５月１１日に発送いたしました。  

       平成２４年度町税等の集合徴収納税通知書及び介護保険料納入通知書は６月１

５日に、後期高齢者医療保険料の納入通知書は７月１３日に発送すべく準備を進

めています。  

       出納閉鎖に向け、電話催促及び夜間徴収を実施しました。  

       滞納整理対策委員会では、関係者の納税者リストをもとに合同徴収を行いまし
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た。昨年に引き続き、兵庫県滞納整理回収チームに４月から派遣をお願いし、連

携を図りながら滞納整理に努めてまいります。  

       住民生活課では、平成２４年度福崎町消防団操法大会を５月１３日、福崎東中

学校において実施しました。３２分団による熱戦が繰り広げられ、自動車ポンプ

の部は新町分団が優勝。小型動力ポンプは庄分団が優勝、準優勝が福田分団、３

位が辻川分団でした。新町分団と庄分団は、来る７月８日に兵庫県立広域防災セ

ンターで開催されます中播磨地区消防操法大会に福崎代表として参加をいたしま

す。 

       健康福祉課についてですが、国民健康保険事業（医療分）に係る税率は９年ぶ

りの増額改定となりました。さらに、３年ごとの介護保険、２年ごとの後期高齢

の税率改正も重なる年に当たり、国保世帯には大きな負担を強いることになりま

すが、今後も国保財政の安定化に努めていきますので、ご理解のほどよろしくお

願いを申し上げます。  

       保健事業は特定基本健康診査・がん検診を、６月１１日から７月１４日まで、

土・日を含み１１日間実施します。１人でも多くの皆さんに受診していただくよ

う、未受診者への受診勧奨を積極的に行い、町民の健康増進及び医療費の抑制に

努めていきたいと考えております。  

       食育の推進につきましては、地域の食の伝統や食育活動にかかわっていただけ

る「食育サポーター」の募集をしております。また、近畿医療福祉大学と連携し、

親子の運動や食の大切さを学ぶ「学童期運動・食育教室」を１年を通して開催し

ます。  

       巡回バス「サルビア号」の再編成については、２社からの応募があり、今後、

内容を精査して事業者を決定し、詳細な運行計画を策定してまいりたいと考えて

おります。  

       産業課では、農業者戸別所得補償制度は本年度も引き続いて実施します。また、

人と農地の将来を考えるための「人・農地プラン」の作成について、農会長会で

説明し、各集落での取り組みをお願いしております。  

       松くい虫航空防除事業は、５月２９日に第１回目を実施し、第２回目を６月１

９日に実施する予定です。松枯れの被害は年々拡大しており、福崎西部地区にお

いては、これ以上防除の効果が見込まれないことから中止し、本年度は福崎東部

地区においてのみ実施をいたします。  

       福崎町商工会では、１割お得な「なっ得商品券」を７月１日から販売し、福崎

町の消費拡大と地域商業の活性化を図ってまいりたいと考えております。  

       まちづくり課では、中島井ノ口線は関係機関と調整を図り、平成２４年１０月

中旬の供用開始を目指しております。  

       ＪＲ福崎駅周辺整備は、町の玄関口にふさわしい駅前広場の規模や必要な機能

の検討、周辺道路の整備に向けた計画策定を進めてまいりたいと思います。  

       長野橋は、国道３１２号を補完する幹線道路の要として、また小中学生の通学

路として特に重要な役割を担っているため、歩行者の安全性の向上を目指し、長

野橋上流側に歩道橋設置に向けた測量設計を実施いたします。  

       都市計画道路は現在の社会情勢、福崎町の目指すべき将来都市像に対応する長

期的な視点に立って必要性の検証を行い、見直し作業を進めてまいります。  

       下水道課でありますが、福崎浄化センターについては、面整備の拡大とともに、

接続件数が約３，０００件となり、引き続き順調な運転と良好な水質を得ており

ます。  

       下水道面整備については、八反田東地区、西光寺地区の第１、第２工区が完了
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いたしました。このたび、西光寺地区下水道面整備工事３カ所の入札を執行し、

本会議の承認を得て契約締結し、工事を進めてまいりたいと考えております。  

       雨水幹線整備事業については、川東地区の川すそ雨水幹線渠工事は予算を繰り

越しし、６月末の完成に向け工事を進めております。また、川西地区の川端雨水

幹線については、整備のための詳細設計業務を進めているところでございます。  

       出納室でありますが、５月３１日をもって平成２３年度の出納を閉鎖し、決算

書並びに決算報告書の調製を行っています。  

       また、各課の庁用備品購入の一括見積書、購入見積書を物品登録業者から徴収

し、関係課と調整中であります。  

       学校教育課ですが、保育ニーズの多様化及び地域子育ての支援機能の充実に対

応するため、本町２例目の幼保一体化施設として田原幼児園を４月に開設し、保

育所１７３名、幼稚園２３名、合計１９６名でスタートをいたしました。園内に

は子どもたちの笑顔があふれ、元気な声が響いております。また、本町３例目の

幼保一体化施設となる八千種幼児園建設工事に向け、実施設計を行います。  

       トライやる・ウイークについては、町内の７８事業所等の協力を得て、６月４

日から６月８日まで実施しています。中学２年生の生徒が、さまざまな活動や社

会体験を通して感性や創造性を高めながら、生きる力の育成につながる経験がで

きるものと考えております。  

       社会教育課では、第３０回福崎町美術展を５月１７日から２０日までの３日間

で行いました。洋画、日本画、書、彫塑・工芸、写真の５部門に１９０作品の応

募があり、２０日には表彰式を文化センター大ホールで実施いたしました。  

       柳田國男・松岡家記念館は、町立になり２年目を迎えました。記念館では、こ

としから２年間、東京学芸大学の石井正己先生を顧問に迎え、各種行事に取り組

んでまいります。  

       第３３回山桃忌はエルデホールを会場に、８月４日・５日に実施し、４日には

講演会とかたりべを、５日は遠野市からお借りした映画「遠野物語」を上映する

予定といたしております。  

       水道課では、５月１０日に山崎配水池進入道路下流管渠布設工事の入札を行い、

工事に着手をしております。また、下水道工事に伴う配水管移設工事――西光寺

のところでありますが、発注を予定しているところであります。  

       以上、冒頭報告及び提案説明とさせていただきます。  

議 長 ただいま、上程議案に対する町長の大要の説明が終わりました。  

       これからは議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は

複数で朗読及び説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知をお願い

いたします。  

       まず、報告第５号、平成２３年度兵庫県町土地開発公社事業報告について、及

び報告第６号、平成２３年度福崎町一般会計予算繰越明許費にかかる繰越計算書

の報告について、両案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

企画財政課長 報告第５号について、ご説明を申し上げます。   

       兵庫県町土地開発公社は、県下の１２町が出資している、地方自治法２２１条

第３項に該当する法人です。したがいまして、地方自治法第２４３条の３第２項

の規定に基づき、その事業報告等をさせていただくものであります。  

       それでは、報告書の１ページをお開き願います。  

       まず、平成２３年度における事業の概況でありますが、土地の取得は２ページ

上段となりますが、２３年度の実績はありませんでした。一方、土地の処分につ

きましては、２ページ下段に一覧表をお示ししていますとおり、処分に該当する
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ものは、２３年度買戻額欄で元金相当額があるものとなります。件数で２件、金

額で１億２，３７５万３，０００円。このうち平成２３年度で処分が完了した土

地はありませんでした。この結果、兵庫県町土地開発公社の平成２３年度末土地

現在額は、４件で４億２，５１６万８，０００円となっています。  

       それでは、３ページから財務の概況をご説明申し上げます。  

       まず、予算執行実績でありますが、収益的収入及び支出の収入は、１款、事業

収益では１節、一般事業売却収益が１町からの元金利子相当分で１億３，２０４

万２，４８１円。２項の事務費収益はありませんでした。  

       ２款の事業外収益では、１節、基本財産利息が１２町からの出資金に対する利

息で２万４，２９２円。２節の預金利息はそれ以外の預金利息で、１万１，６６

２円。それらの合計が３万５，９５４円となりまして、収益的収入合計は１億３，

２０７万８，４３５円であります。  

       次に、４ページの支出でありますが、１款、事業原価は１節、一般土地売却原

価、１町分の元金利子合計の１億３，２０４万２，４８１円。  

       ２款の販売費及び一般管理費は１節、旅費、３節、需用費、４節、役務費、６

節、負担金、補助及び交付金で、合計としまして２０万２，３２３円となりまし

て、収益的支出合計は１億３，２２４万４，８０４円で、この結果、当期純利益

は１６万６，３６９円の損失となりました。  

       次ページをお願いします。  

       資本的収入及び支出の収入でございますが、これはございませんでした。  

       支出につきましては、２項、長期借入金返還金、１節の一般事業償還金が１町、

２件分の元金１億２，３７５万３，０００円。資本的支出合計は１億２，３７５

万３，０００円となっています。  

       ６ページの借入金の概要では、期末残高は土地現在額と同額の４億２，５１６

万８，０００円となっております。  

       監査の実施状況でございますが、決算監査を平成２３年４月２２日に行ってお

ります。  

       次に、１１ページをお開き願います。  

       １１ページからは、平成２３年度の計算書類をお示ししております。  

       １１ページは損益計算書。１２ページは貸借対照表。１３ページでございます

が、キャッシュ・フロー計算書。１４ページは財産目録をお示ししております。  

       １５ページでございますが、附属明細表をそれぞれお示ししております。  

       １７ページは監査報告書でございまして、４月２０日に２名の監事に監査を受

けております。  

       また、次ページからは、平成２４年度の事業計画及び資金計画をお示ししてお

ります。  

       以上、兵庫県町土地開発公社に関する報告とさせていただきます。  

       続きまして、報告第６号について、ご説明申し上げます。  

       この報告は、３月議会で議決をいただきました、平成２３年度一般会計予算の

繰越明許費につきまして繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第１

４６条第２項の規定により、ご報告させていただくものです。  

       次のページをお開きください。  

       平成２３年度一般会計予算の繰越明許費は、款、土木費、項、道路橋梁費の社

会資本整備総合交付金の交付対象事業である中島井ノ口線整備事業で、事業費５，

１４２万５，５４０円のうち４，４００万円と、町単独道路改良事業から２００

万円を平成２４年度に繰り越しいたしました。その財源といたしましては、未収
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入特定財源は国庫支出金の２，２００万円と、地方債１，９８０万円であります。  

       報告第６号説明資料の１ページに箇所図をおつけしておりますので、ご参照く

ださい。  

       次に、款、災害復旧費、項、農林水産業施設災害復旧費の農地農業用施設災害

復旧事業の１８０万円は、台風１２号による災害箇所のうち、上中島と桜の水路

及び南田原水利組合の水路護岸の仮復旧の計３カ所に係るものです。既収入特定

財源１０万円は地方債でございまして、資金区分は財政融資となっております。

平成２３年度で借り入れ、翌年度に繰り越しいたしました。  

       また、同じく地元分担金１万７，０００円につきましても、平成２３年度で収

入しましたので、翌年度に繰り越しいたしました。未収入特定財源は県支出金の

１６０万６，０００円であります。  

       報告第６号説明資料２ページに箇所図をおつけしておりますので、ご参照くだ

さい。  

       災害復旧費の既収入特定財源を含めた一般財源は、４３９万４，０００円とな

るため、繰越明許費繰越金として翌年度へ繰り越しをしております。 

       以上、報告第６号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。  

議 長 次、報告第７号、平成２３年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費

にかかる繰越計算書の報告について、本案に対する詳細なる説明を担当課長から

求めます。  

下 水 道 課 長 報告第７号、平成２３年度福崎町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費にか

かる繰越計算書の報告について、ご説明いたします。  

       この報告は、３月議会で議決をいただきました、平成２３年度福崎町公共下水

道事業特別会計予算の繰越明許費に係る繰越計算書ができましたので、地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により報告するものです。  

       次のページをお開きください。  

       繰越明許費の繰越計算書でございます。繰越額は款、項とも下水道事業費。事

業名、公共下水道事業。金額１億６，２４０万円の全額を繰り越しするもので、

財源の内容は、既収入特定財源の基金繰入金が１，３６０万円、国県支出金が６，

６４０万円、その他、地方債が８，０２０万円、一般財源が２２０万円でござい

ます。  

       繰越額の内訳につきましては、西治地区下水道管移設工事にあてる事業費２，

７６８万９，０００円。マンホールポンプ場機械電気設備工事にあてる事業費２

８５万９，２００円。雨水浸水対策で川すそ雨水幹線渠工事、ヤゴ雨水幹線渠工

事、川端雨水幹線詳細設計業務等にあてる事業費２，９５５万２，３００円。未

契約の西光寺地区下水道面整備工事にあてる事業費約１億２３０万円となってお

ります。  

       報告第７号資料に繰り越ししました契約済み工事等の箇所図を添付しておりま

すので、あわせてごらんいただきたいと思います。  

       以上、報告第７号の説明とさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。  

議 長 次、報告第８号、平成２３年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告につ

いて、本案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

水 道 課 長 報告第８号、平成２３年度福崎町水道事業会計予算繰越計算書の報告について、

ご説明申し上げます。  

       次のページの繰越計算書をごらんください。  

       地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による建設改良費の繰越額で、
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この事業は経営体育成基盤整備事業（西治地区）１件の工事費を繰り越すもので

ございます。繰り越しとなった理由は、年度内完成を目指しておりましたが、ほ

場整備事業の年度内完成が不可能となり繰り越すものでございます。  

       事業費といたしましては７３２万１，６５０円が予算計上額でございます。そ

して平成２３年度の出来高が５４０万円ということで、この額が支払義務発生額

でございます。したがいまして、翌年度繰越額が１９２万１，６５０円でござい

ます。この財源内訳といたしましては、県の土地改良センターからの工事負担金

となっております。  

       報告第８号資料の１ページに位置図等を添付しておりますので、あわせてご参

照ください。  

       以上で、報告第８号の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。  

議 長 次、議案第３３号、中播公平委員会委員の選任について、本案に対する詳細な

る説明を副町長から求めます。  

副 町 長 議案第３３号、中播公平委員会委員の選任について、ご説明申し上げます。  

       昭和５３年７月に中播公平委員会を共同設置し、現在３町５一部事務組合で構

成しています。３名で構成しています委員のうち、神河町の浦上健治氏の任期が

今月３０日をもって満了いたします。  

       委員の選考に当たっては、本委員会を構成する関係町長、一部事務組合管理者

が協議する中、前任と同じ神河町から、改めて浦上健治氏を中播公平委員会委員

に選任したく、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議会の同意をい

ただこうとするものであります。  

       主な経歴についてご説明いたします。住所は神河町高朝田７９５番地の２６。

氏名、浦上健治。生年月日、昭和２２年７月２７日。現在６４歳であります。昭

和４１年３月に兵庫県立福崎高等学校を卒業されています。  

       主な職歴といたしましては、昭和４１年４月に姫路市消防局に採用、昭和５１

年３月に姫路市消防局を退職、同年４月に中播消防事務組合に採用、平成１４年

４月に中播消防事務組合消防長に就任、平成１９年３月に退職されています。  

       また、役職歴といたしましては、平成２０年７月に中播公平委員会委員に就任

され、現在に至っておられます。  

       議案第３３号資料に「私の抱負」と任期一覧表をお示ししていますので、ご参

照ください。  

       浦上氏は姫路市消防局に１０年間、中播消防事務組合で３１年間、合わせて４

１年間勤められた豊富な行政経験があり、人格高潔で見識豊富な方でありますの

で、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、提案説明とさせていただきます。  

議 長 次、議案第３４号、平成２３年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て、議案第３５号、平成２３年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定に

ついて、議案第３６号、平成２３年度福崎町水道事業剰余金処分について、議案

第３７号、平成２３年度福崎町工業用水道事業剰余金処分について、各案に対す

る詳細なる説明を担当課長から求めます。  

水 道 課 長 議案第３４号、平成２３年度福崎町水道事業会計歳入歳出決算認定について、

及び議案第３５号、平成２３年度福崎町工業用水道事業会計歳入歳出決算認定に

ついて、まずご説明を申し上げます。両議案とも、地方公営企業法第３０条第４

項の規定により、議会の認定をお願いするものであります。  

       それでは初めに、福崎町水道事業会計決算書の１１ページをお開きください。  

       福崎町の水道事業の事業概要は、本年度は、給水水量及び給水収益とも約１％
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の減となり営業収益は減少いたしました。また、下水道工事に伴う資産減耗費が

増加しましたが、加入分担金の増や経費の節減に努めた結果、利益を得ることが

できました。  

       下水道工事に伴う配水管移設工事と共に、漏水調査による漏水箇所の早期修理

に努め、有収率は上がり９０．５％となりました。  

       維持管理では、昨年度に引き続き福田水源地塩素無注入検出器の取りつけ、塩

田・山崎配水池水位計の修繕、企業団地加圧ポンプの中央監視取り込み、八千種

加圧所２号ポンプ電動機・東部工業団地加圧所警報設定器・山崎配水池流量計の

更新、井ノ口水管橋の耐震２次診断等を行いました。  

       また、福崎地区の安定供給を図るため、山崎配水池の施設整備に向け進入路の

第１期工事を終え第２期工事の測量等を行いました。そして、高度浄水処理に取

り組むための水道事業変更認可申請を行いました。  

       下の表では、「給水水量等の動き」として、年度別に参考となるものをあらわ

しております。  

       議案資料第３４号の２ページから４ページに水道料金及び送配水量の表を添付

しておりますので、あわせてご参照ください。  

       次に、恐れ入りますが、決算書の１ページ、２ページをごらんください。  

       水道事業決算報告書でございます。この決算報告書は予算に対して執行状況を

明らかにするため、税込みで表示比較をしております。  

       収益的収入及び支出の収入でございます。  

       第１款、水道事業収益。予算額合計３億５，６０６万５，０００円、決算額３

億４，９５２万９，２８７円。予算額に比べ決算額の増減６５３万５，７１３円

の減。昨年度比０．５％の増。  

       第１項、営業収益。決算額３億３，０３８万３０６円。うち仮受消費税及び地

方消費税１，４８８万８，５３４円。  

       第２項、営業外収益。決算額１，９１４万８，９８１円。うち仮受消費税及び

地方消費税８４万１，３６９円。  

       第３項、特別利益はございません。  

       次に支出です。  

       第１款、水道事業費。予算額３億２，００７万２，０００円、決算額３億８４

万３８２円、不用額１，９２３万１，６１８円。昨年度比１．８％の減。  

       第１項、営業費用。決算額２億８，３８５万８，７９６円。うち仮払消費税及

び地方消費税５２７万９，１７１円。  

       第２項、営業外費用。決算額１，６２０万９，５３６円でございます。  

       第３項、特別損失。決算額７７万２，０５０円です。  

       なお、この決算額については消費税納付金が含まれ、附属書類１１ページ以降

の税抜きの明細書とは合いません。  

       次に、３ページ、４ページをごらんください。  

       資本的収入及び支出の収入でございます。  

       第１款、資本的収入。予算額合計１億２，６６１万８，９００円、決算額１億

１，６９６万３，１５７円。予算額に比べ決算額の増減９６５万５，７４３円の

減。昨年度比１２．３％の増。  

       第１項、他会計補助金。決算額７２万６，６７６円。  

       第２項、工事負担金。決算額１億１，６２３万６，４８１円。  

       次に支出でございます。  

       第１款、資本的支出。予算額合計２億６，７９９万８，０００円、決算額２億
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５，６２３万８，４０６円。地方公営企業法第２６条の規定による繰越額１９２

万１，６５０円、不用額９８３万７，９４４円。  

       第１項、建設改良費。決算額２億５２４万５８８円。うち仮払消費税及び地方

消費税９７７万３，３６１円。  

       第２項、企業債償還金。決算額５，０９９万７，８１８円。  

       なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億３，９２７万５，２４９

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４２０万３，６８６円と、

過年度分損益勘定留保資金１億５０７万１，５６３円及び減債積立金３，０００

万円で補てんしました。  

       次に、５ページをごらんください。  

       水道事業損益計算書の説明をいたします。  

       １．営業収益は、（１）給水収益から（３）その他営業収益までの３項目合わ

せまして３億１，５４９万１，７７２円でございます。  

       ２．営業費用は、（１）原水及び浄水費から（６）資産減耗費までの６項目合

わせまして２億７，８５７万９，６２５円です。  

       したがいまして、営業利益は３，６９１万２，１４７円でございます。  

       ３．営業外収益は、（１）受取利息及び配当金から（３）雑収益までの３項目

合わせまして１，８３０万７，６１２円でございます。  

       ４．営業外費用は、（１）支払利息と、（２）雑支出を合わせまして、１，０

１７万５，５１６円です。  

       したがいまして、経常利益は４，５０４万４，２４３円になり、昨年度と比べ

４３７万２，０９９円の増となりました。  

       ５．特別利益はございません。  

       ６．特別損失は７７万２，０５０円でございます。  

       したがいまして、当年度純利益は４，４２７万２，１９３円となり、前年度繰

越利益剰余金８４５万９，３６０円を加えますと、当年度未処分利益剰余金は５，

２７３万１，５５３円となります。  

       次に、６ページをごらんください。  

       水道事業剰余金計算書の資本剰余金について、ご説明申し上げます。  

       受贈財産評価額の当年度変動額はマイナス１２６万５，０００円で、当年度末

残高は６億１，１９８万３，６７１円でございます。  

       工事負担金の当年度変動額は９，７６６万８，６６０円で、当年度末残高は２

６億４，４４７万７，１０３円で、寄附金の当年度変動はなく、当年度末残高は

１００万円でございます。  

       その他資本剰余金の当年度変動額は６９万２，０７２円で、当年度末残高は６，

３９４万９，１６５円で、消火栓設置工事負担金の当年度変動額はマイナス４０

７万９，８６４円、当年度末残高は１億９８２万３，９１２円となり、資本剰余

金合計の当年度末残高は３４億３，１２３万３，８５１円になります。 

       続きまして、利益剰余金について説明させていただきます。  

       減債積立金は、前年度末残高の３，２３５万３，１７６円に前年度処分額の１，

０００万円を合わせまして、当年度変動額３，０００万円を差し引きしますと、

当年度末残高は１，２３５万３，１７６円となります。  

       建設改良積立金は、前年度末残高の３億７，０８０万６，３３６円と、前年度

処分額の２，９００万円を合わせまして、当年度変動額はございませんので、当

年度末残高は３億９，９８０万６，３３６円となります。  

       未処分利益剰余金は４，７４５万９，３６０円から、減債積立金１，０００万
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円と建設改良積立金の２，９００万円を引き、繰越利益剰余金残高は８４５万９，

３６０円となり、当年度純利益の４，４２７万２，１９３円を加え、当年度未処

分利益剰余金は５，２７３万１，５５３円となり、利益剰余金合計の当年度末残

高は４億６，４８９万１，０６５円になります。  

       次に、７ページをごらんください。  

       剰余金処分計算書案について、説明いたします。  

       当年度未処分利益剰余金は５，２７３万１，５５３円で、利益剰余金処分額と

して減債積立金に１，０００万円と建設改良積立金に３，３００万円を合わせて

４，３００万円を処分し、積み立てたいと考えております。  

       したがいまして、翌年度繰越利益剰余金は９７３万１，５５３円となります。  

       次に、８ページ、９ページをごらんください。  

       貸借対照表について、説明をいたします。  

       資産の部。１．固定資産として、イ、土地から、ト、建設仮勘定まで合わせま

して、固定資産合計は４４億９，２４６万１，０１８円でございます。  

       ２．流動資産は、現金預金と未収金、貯蔵品を合わせまして、流動資産合計は

６億８，７３９万１，５９３円で、資産合計は５１億７，９８５万２，６１１円

となります。  

       詳細につきましては、議案資料第３４号の１ページと７ページをご参照くださ

い。 

       続きまして、負債の部の３．流動負債は、未払金とその他流動負債を合わせま

して、流動負債合計は１７７万９，４９３円で、負債合計は同じく１７７万９，

４９３円となります。詳細につきましては、議案資料第３４号の１ページをご参

照ください。  

       続きまして、資本の部の４．資本金は、自己資本金と借入資本金で、イの企業

債を合わせまして、資本金合計は１２億８，１９４万８，２０２円となります。  

       ５．剰余金の資本剰余金は、イ、受贈財産評価額から、ホ、消火栓設置工事負

担金を合わせまして、資本剰余金合計は３４億３，１２３万３，８５１円となり

ます。  

       利益剰余金は、イ、減債積立金から、ハ、当年度未処分利益剰余金を合わせま

して、利益剰余金合計は４億６，４８９万１，０６５円となり、利益剰余金合計

は３８億９，６１２万４，９１６円で、資本合計は５１億７，８０７万３，１１

８円となり、負債資本合計は５１億７，９８５万２，６１１円となります。  

       資料、議案第３４号の７ページから１１ページをご参照ください。  

       次に、１２ページをごらんください……。  

議 長 説明の途中ですが、しばらく休憩いたします。  

       再開は１０時５５分といたします。  

◇ 

休憩 午前１０時３５分  

再開 午前１０時５５分  

◇ 

議 長 それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  

水 道 課 長 決算書の１２ページをお開きください。  

       議会の議決事項につきましては５件です。職員に関する事項は２件でございま

す。料金その他供給条件の設定、変更に関する事項はございません。  

       次に、１３ページから１５ページをごらんください。  

       建設改良工事は、下水道工事に伴う配水管の移設工事と水道課単独の配水管新
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設工事、及び、山崎配水池進入路測量工事等であります。２３年度の合計２０件、

１億３，７２６万１，３３８円。２２年度繰越事業は４件で５，２０５万６，０

００円と、２３年度執行分６１８万９，７５０円であり、合計で１億９，５５０

万７，０８８円でございます。  

       次に、１６ページをごらんください。  

       送配水管等入替の状況につきましては、下水道工事に伴う配水管移設工事等と

消火栓４基を新設しました。増加の小計欄の合計が８，０５２メートル、減少の

小計欄の合計が８，６４７メートルで、差引合計５９５メートルが２３年度で減

少した延長でございます。したがいまして、昨年の総延長１８万６，１５１メー

トルに、本年度減少延長５９５メートルを差し引き、２３年度総延長は１８万５，

５５６メートルで、石綿管の入れかえ処分延長は３，７９３メートルで、昨年度

の総延長３，９４３メートルから、本年度入れかえ処分延長３，７９３メートル

を差し引き、２３年度の総延長は１５０メートルで、石綿管比率は０．１％にな

ります。  

       給水工事は１２１件の工事を行いました。  

       １７ページ、１８ページに保全工事及び業務に関しての説明をしておりますの

で、お目通しください。  

       次に、２４ページをごらんください。水道事業会計収益費用明細書について、

説明をいたします。  

       まず、収益であります。  

       水道事業収益は３億３，３７９万９，３８４円で、営業収益は３億１，５４９

万１，７７２円。内容といたしましては、水道料金から消火栓水使用料までで、

この主なものは、水道料金２億９，１６０万１３円と、設計検査手数料の１，５

０９万７，１００円であります。  

       営業外収益は１，８３０万７，６１２円で、内容としましては、預金利息から

その他雑収益までで、主なものは、開発協力金が５１５万５，２９０円と、分担

金が１，０４０万３，０００円でございます。  

       次に、２６ページをごらんください。  

       費用でございます。  

       水道事業費用は２億８，９５２万７，１９１円。営業費用は２億７，８５７万

９，６２５円。  

       原水及び浄水費は水源地に係る費用で、給料から雑費までで３，４１３万８，

８４４円、主なものは人件費のほか、動力費の１，３３７万９７４円です。  

       配水及び給水費は配水池と給水配水管に係る費用で、給料から、次のページの

受水費までで８，７８２万１６７円。主なものは人件費のほか、次のページの委

託料１，４７３万４，２９７円、修繕費が１，１２１万１，９８７円、路面復旧

費が２３２万１，１８０円と受水費の３，２２３万８，３２４円です。  

       総係費は水道に係る通常経費で、給料から雑費までで３，４８９万９，５７０

円。主なものは人件費と、委託料の７６５万６，７５５円です。  

       そのほかには、減価償却費が６，０３０万７，３７１円と、資産減耗費が６，

０１５万７，６７３円でございます。  

       営業外費用は、支払利息の９３５万１，３３６円と、雑支出の８２万４，１８

０円でございます。  

       特別損失は７７万２，０５０円でございます。  

       次に、２９、３０ページをごらんください。水道事業会計資本的収入及び支出

明細について説明をさせていただきます。  
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       まず、収入でございます。  

       資本的収入は１億１，６９６万３，１５７円で、補助金は７２万６，６７６円

です。  

       工事負担金は、消火栓設置工事負担金が７９万５，４２８円と、工事負担金が

１億５７０万７，５５３円と、給水工事負担金の９７３万３，５００円でござい

ます。  

       次に、支出でありますが、資本的支出は２億４，６４６万５，０４５円で、建

設改良費の１億８，６１９万７，２２７円と、給水工事費の９２７万円と、企業

債償還金５，０９９万７，８１８円でございます。  

       次に、３１ページをごらんください。固定資産明細書について、説明をさせて

いただきます。  

       土地から建設仮勘定までで、合計で、年度末現在高は５８億２，００１万４６

８円。減価償却累計額の当年度増加額は６，０３０万７，３７１円。当年度減少

額は１億４８３万２，３９８円。累計１３億２，７５４万９，４５０円になり、

差し引きしますと、年度末償却未済額は４４億９，２４６万１，０１８円になり

ます。  

       次に、３２ページをごらんください。企業債明細について、説明をさせていた

だきます。  

       企業債明細書は合計で当年度償還高の５，０９９万７，８１８円は、繰上償還

の３，９０８万６，８１２円を含んでおり、未償還残高は１億７，９７２万９，

９５３円で、償還利子は９３５万１，３３６円であります。  

       以上で、議案第３４号の説明を終わらせていただきます。  

       続きまして、議案第３５号について、説明をさせていただきます。  

       それでは、平成２３年度工業用水道事業会計決算書の９ページをごらんくださ

い。福崎町工業用水道事業の事業概要です。  

       本年度は、契約水量の変更はありませんでした。給水水量の微増に伴い給水収

益も増加となりました。また、経費の節減に努めた結果、利益を得ることができ

ました。  

       維持管理については、新町水源地３号送水ポンプの更新等を行い安定した供給

に努めました。  

       今後も適切な維持管理を行い、経営の健全化と給水の安定化を図ってまいりま

す。 

       下の表では「契約水量等の動き」として、年度別に参考となるものをお示しを

しております。  

       資料、議案第３５号の２ページから４ページには、料金及び配水量の表を添付

しておりますので、あわせてご参照ください。  

       それでは、恐れ入りますが決算書の１ページ、２ページをごらんください。  

       工業用水道事業決算報告書の収益的収入及び支出について、説明をさせていた

だきます。  

       まず収入でございます。  

       第１款、工業用水道事業収益。予算額合計２，３１５万５，０００円、決算額

２，３２４万１，９１１円。予算額に比べ決算額の増減８万６，９１１円の増。

昨年度比９．６％の減。  

       第１項、営業収益。決算額２，３１５万５，２８０円。内仮受消費税及び地方

消費税１１０万２，６２７円。  

       第２項、営業外収益。決算額８万６，６３１円。  
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       次に支出でございます。  

       第１款、工業用水道事業費用。予算額合計２，２６３万８，０００円、決算額

２，１６３万９，８５８円。不用額９９万８，１４２円。昨年度比１２．５％の

減。 

       第１項、営業費用。決算額２，０９６万３，３９０円。内仮払消費税及び地方

消費税４２万６，１５９円。  

       第２項、営業外費用。決算額６７万６，４６８円でございます。  

       なお、決算額については消費税が含まれ、以後の税抜きの明細書とは合いませ

ん。 

       次に３ページをごらんください。工業用水道事業損益計算書について、説明を

させていただきます。  

       １．営業収益は、給水収益と受託工事収益で２，２０５万２，６５３円でござ

います。  

       ２．営業費用は、送水及び配水費から資産減耗費の、４項目合わせまして２，

０５３万７，２３１円です。  

       したがいまして、営業利益は１５１万５，４２２円であります。  

       ３．営業外収益は、受取利息及び配当金と雑収益で、合わせまして８万６，６

３１円で、営業外費用はございません。  

       したがいまして、経常利益は１６０万２，０５３円で、昨年度と比べ１９７万

６，１８６円の増となり、前年度の繰越利益剰余金９２８万８，４７５円を加え

ますと、当年度未処分利益剰余金は１，０８９万５２８円になります。  

       次に４ページをごらんください。  

       工業用水道事業剰余金計算書の資本剰余金について、説明をさせていただきま

す。 

       当年度の資本剰余金の変動はありませんので、当年度末残高は８億２，４１８

万７，９１２円であります。  

       利益剰余金について説明をいたします。  

       利益積立金、建設改良積立金とも変動はありませんので、当年度末積立金残高

は２，７２５万７，３９３円となります。  

       未処分利益剰余金は、前年度利益剰余金が９２８万８，４７５円で、当年度純

利益の１６０万２，０５３円を加え、当年度未処分利益剰余金は１，０８９万５

２８円となり、利益剰余金当年度末残高は３，８１４万７，９２１円になります。  

       次に５ページをごらんください。  

       工業用水道事業剰余金処分計算書案について、説明をさせていただきます。  

       当年度未処分利益剰余金は１，０８９万５２８円で、建設改良積立金に１００

万円を処分し、積み立てたいと考えております。  

       したがいまして、処分後繰越利益剰余金は９８９万５２８円となります。  

       次に６ページ、７ページをごらんください。  

       貸借対照表について説明をいたします。  

       資産の部。１．固定資産は、イ、土地から、ホ、車両運搬具まで合わせまして、

固定資産合計８億６，４０２万６，４３６円でございます。  

       詳細につきましては資料、議案第３５号の５ページから７ページをご参照くだ

さい。  

       続きまして、２．流動資産は、現金預金と未収金を合わせまして、流動資産合

計は４，９９６万９，１８９円となり、資産合計は９億１，３９９万５，６２５

円でございます。  
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       負債の部。３．流動負債は、未払金が７０万６，９７８円で、負債合計は７０

万６，９７８円です。詳細につきましては資料、議案第３５号の１ページをご参

照ください。  

       資本の部。４．資本金は、自己資本金が５，０９５万２，８１４円で、資本金

合計は５，０９５万２，８１４円でございます。  

       ５．剰余金の資本剰余金は、イ、受贈財産評価額と、ロ、工事負担金を合わせ

まして、資本剰余金合計は８億２，４１８万７，９１２円でございます。  

       利益剰余金は、イ、利益積立金と、ロ、建設改良積立金、ハ、当年度未処分利

益剰余金を合わせまして、利益剰余金合計は３，８１４万７，９２１円で、剰余

金合計は８億６，２３３万５，８３３円となり、負債資本合計は９億１，３９９

万５，６２５円となります。  

       次に、１０ページをごらんください。  

       議会の議決事項につきましては４件でございます。職員に関する事項は２件で

す。料金その他供給条件の設定、変更に関する事項はございません。  

       次に、１１ページをごらんください。保全工事等の内容について説明をいたし

ておりますので、お目通しをください。  

       続きまして、１３ページをごらんください。福崎町工業用水道事業会計収益費

用明細書の収益について説明をさせていただきます。  

       工業用水道事業収益は２，２１３万９，２８４円で、営業収益の内容といたし

ましては、給水収益の水道料金が２，１６９万２，６５３円でございます。  

       営業外収益の内容といたしましては、預金利息が７万５，０９６円と、その他

雑収益が１万１，５３５円でございます。  

       次に、１４ページをごらんください。費用の説明でございます。  

       工業用水道事業費用は、２，０５３万７，２３１円で、営業費用は、送水及び

配水費で、事業に係る経常経費で、給料から負担金までで１，８５９万７，０１

６円。この主なものは、給料と、動力費５３５万５，７２３円でございます。  

       受託工事費は２８万７，０００円でございます。減価償却費は１６５万３，２

１５円であります。  

       次に、１６ページをごらんください。  

       固定資産明細書は、土地から車両運搬具まで合計で、年度末現在高は８億８，

３４５万６，０６３円。減価償却累計額の当年度増加額は１６５万３，２１５円

で、当年度減少額はありませんので、累計１，９４２万９，６２７円になり、差

し引きしますと、年度末償却未済額は８億６，４０２万６，４３６円となります。  

       以上で、議案第３５号の説明を終わらせていただきます。両議案ともよろしく

ご審議を賜り、認定をいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。  

       続きまして、議案第３６号につきまして、説明をさせていただきます。  

       議案第３６号につきましては、議案第３４号に関係いたしまして、水道事業会

計の剰余金を減債積立金に１，０００万円、建設改良積立金に３，３００万円を

処分したいので、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求

めるものであります。内容につきましては、水道事業会計の決算書７ページに、

「剰余金処分計算書（案）」ということでお示しをしております。４，３００万

円を処分することを議案としてお願いをしております。  

       続きまして、議案第３７号につきまして、説明をさせていただきます。  

       議案第３７号につきましては、議案第３５号に関係をいたしまして、工業用水

道事業会計の剰余金を建設改良積立金に１００万円を処分したいもので、地方公

営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。内
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容につきましては、工業用水道会計の決算書５ページに、「剰余金処分計算書（

案）」をお示ししております。  

       よろしくご審議を賜りまして、両議案とも承認をいただきますよう、よろしく

お願いをいたします。以上で終わらせていただきます。  

議 長 ただいま、担当課長からの説明が終わりましたが、議案に対して監査委員から

の意見書が提出されておりますので、事務局から朗読し、その後、監査委員から

補足説明を求めます。  

（書記朗読）  

議 長 朗読が終わりましたので、さらに監査委員から補足説明を求めます。  

代表監査委員 それでは、平成２３年度水道事業会計及び工業用水道事業会計に対する審査意

見を申し上げます。  

       水道事業会計及び工業用水道事業会計について、去る５月１７日、志水監査委

員とともに第１委員会室において、長澤水道課長及び同課橋本課長補佐、中農庶

務係長の出席を求め、事業報告及び政令で定める予算区分に従って作成された関

係書類の説明を求め慎重に審査した結果、次の審査内容、意見を提出する。  

      Ⅰ．水道事業会計  

       審査に付された水道事業会計決算諸表を照合し、計数的に適正であると認めた。  

       本年度の給水戸数は７，５４４戸で、集合住宅の関連等で昨年度に比べ１１１

戸増加している。しかしながら、給水量は昨年度と比べ２万３，２０４立方メー

トル減少し、料金収入も３５３万５，５３０円減少している。住民の節水意識の

高まりと思われる。  

      （１）収益的収支  

       収益的収入は、予算現額３億５，６０６万５，０００円に対し、決算額は３億

４，９５２万９，２８７円となっており、予算対比で６５３万５，７１３円の減、

昨年度対比１８２万１７２円の増となっている。営業収益は、予算対比４１９万

７，６９４円の減、昨年度対比では４２４万５，３４０円の減となっている。そ

の主なものは水道料金である。営業外収益は予算対比２３２万８，０１９円の減、

昨年度対比６０６万５，５１２円の増となっている。それは雑収益の分担金の増

加によるものである。  

       収益的支出は、予算現額３億２，００７万２，０００円に対し、決算額は３億

８４万３８２円となっており、予算対比１，９２３万１，６１８円の減、昨年度

対比５５４万５，７３７円の減となっている。  

       収益的支出が昨年度の決算額より減少した理由は、下水道工事に伴う配水管移

設工事の資産減耗費が大幅に増加しているが、千束水路仮設工事が完了したこと

による営業費用が減少したこと、支払利息が減少したことによる営業外費用が減

少したこと、その他経費の節減に努めたためである。なお、不納欠損処理は２６

件で７７万２，０５０円であった。  

      （２）資本的収支  

       資本的収入については、予算対比９６５万５，７４３円の減、昨年度対比１，

２８１万２，０１２円の増となっている。これは下水道工事に伴う配水管移設工

事負担金の増によるものである。  

       資本的支出については、予算現額２億６，７９９万８，０００円に対し、決算

額は２億５，６２３万８，４０６円となっているが、翌年度繰越額１９２万１，

６５０円を除いた不用額は９８３万７，９４４円となっている。昨年度対比８，

６５９万２，５５６円の大幅な増となっており、資本的支出の主なものは、下水

道工事に伴う配水管移設工事、消火栓の設置等改良工事である。資本的支出が増
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加した要因は建設改良費が昨年に比べ５，０２４万６，０９０円増加したことに

加え、高金利の企業債を繰上償還したためであり、企業債償還金は昨年度の決算

額と比べると３，６３４万６，４６６円の増となっている。なお、西治ほ場整備

に伴う配水管移設工事の一部を２４年度に繰り越している。  

       資本的収入額が資本的支出額に不足する１億３，９２７万５，２４９円は当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４２０万３，６８６円、過年度分損

益勘定留保資金１億５０７万１，５６３円、減債積立金３，０００万円で補てん

している。  

       本年度の石綿管の入替は処分も含め３，７９３メートルで、残りは１５０メー

トルを残すのみとなった。漏水箇所の修理件数は７２件であり、早期修理を進め

ることで有収率が０．１％上がり９０．５％となっている。なお、４基の消火栓

増設を図っている。  

       本年度は、給水量、給水収益も減少する中で、４，４２７万２，１９３円の利

益を確保している。  

      審査の結果。  

       １、配水総量、給水量が減少する中、純利益は４，４２７万２，１９３円と前

年を大幅に上回る成果を上げられた。今後もさらなる経費節減に努められ、経営

の安定を図られたい。なお、本来の使命である安心安全な水の安定供給に努めら

れたい。  

       ２、余裕資金は可能な限り運用に努力されたい。  

       ３、未収金については回収が進んでいるがさらなる努力をされたい。  

      Ⅱ．工業用水道事業  

       審査に付された工業用水道事業会計決算諸表を照合し、計数的に適正であると

認めた。  

       本年度は、給水水量並びに給水収益とも増加している。  

       収益的収入は、予算対比８万６，９１１円の増、昨年度対比では２４７万４６

４円の減となっている。収益的支出については、予算対比９９万８，１４２円の

減、昨年度対比３１０万３，５２６円の減となっている。  

       その結果、事業収益２，３２４万１，９１１円、事業費用２，１６３万９，８

５８円で、１６０万２，０５３円の純利益を確保されている。  

       審査の結果であります。  

       １、今後も企業への安定した水の供給に努め、さらなる経費削減と維持管理に

工夫をすることで、さらなる黒字体質に向けた経営努力を要望する。  

       ２、水道事業・工業用水道事業における管理職並びに職員の人件費は、各事業

の勤務の実態に応じた配分で計算すべきでないか検討をお願いいたしたい。  

       以上でございます。よろしくお願いいたします。  

議 長 城谷代表監査委員には、補足説明まことにありがとうございました。  

       次、議案第３８号、福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

について、本案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

住民生活課長 議案第３８号、福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ

いて、ご説明いたします。  

       今回の改正につきましては、平成２３年９月２２日に「障害者自立支援法の一

部を改正する法律」が公布され、平成２３年１０月１日に施行されたことに伴う

改正でございます。  

       障害者自立支援法第５条第１項に規定している「障害福祉サービス」に、同条

第４項にて「同行援護」――ガイドヘルパーのサービス内容が規定されたため、
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改正前の第４項以降が順次繰り下がるため、福崎町消防団員等公務災害補償条例

の一部を改正するものです。  

       また、平成２４年２月２３日にも「障害者自立支援法の一部を改正する法律」

が公布され、障害者自立支援法第５条第８項の「児童デイサービス」が削除され、

児童福祉法へ移行したことにより、福崎町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正を行い、整理するものです。  

       なお、この一部改正は、福崎町消防団員等公務災害補償条例に実質的な影響は

なく、また適用を受ける福崎町消防団員等はおられません。  

       それでは、議案第３８号資料１ページをお開きください。  

       第１条関係の、福崎町消防団員等公務災害補償条例の新旧対照表をごらんくだ

さい。  

       第９条の２第１項第２号中、「第５条第１２項」を「第５条第１３項」に、「

同条第６項」を「同条第７項」に改めるものです。  

       ２ページをお開きください。  

       第２条関係では、第９条の２第１項第２号中、「第５条第１３項」を「第５条

第１２項」に改めるものです。  

       附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、第１条の規定は平成２

３年１０月１日から適用し、第２条は平成２４年４月１日から適用するものです。  

       よろしくご審議賜り、ご賛同賜りますよう、お願いいたします。  

議 長 次、議案第３９号、福崎町水道事業及び福崎町工業用水道事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例について、本案に対する詳細なる説明を担当課長か

ら求めます。  

水 道 課 長 議案第３９号、福崎町水道事業及び福崎町工業用水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。  

       恐れ入りますが、資料、議案第３９号の新旧対照表をごらんください。  

       今回の改正につきましては、事業認可の変更に当たり、経営の基本となる給水

人口、１日最大給水量及び文言の整理により改正をするものでございます。  

       改正内容は、第２条第２項中「給水区域及び給水人口並びに１日最大給水量」

を「基本計画」と改め、また同項第２号中、「２万２，０００人」を「１万９，

４００人」に、同項第３号中、「１万１，５００立方メートル」を「１万立方メ

ートル」に、同条第３項中、「給水区域及び１日の給水能力」を「基本計画」に

それぞれ改めるものでございます。  

       附則として、この条例は平成２４年７月１日から施行するものでございます。  

       今回の事業認可変更は、目標年次を平成３２年に、給水人口は平成２４年で１

万９，４００人、１日最大給水量を平成３２年で過去１０年間の使用実績等から

１万立方メートルと計画をいたしました。  

       以上で、議案第３９号の説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただ

き、ご賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。  

議 長 次、議案第４０号、平成２４年度福崎町一般会計補正予算（第１号）について

及び議案第４１号、共有持分移転登記手続請求事件に関する訴えの提起について、

両案に対する詳細なる説明を担当課長から求めます。  

企画財政課長 議案第４０号について、ご説明申し上げます。  

       平成２４年度一般会計補正予算（第１号）は、既定の歳入歳出予算の総額に１，

６２０万円を追加し、補正後の予算総額を７０億８２０万円とするものです。  

       第１表、歳入歳出予算補正の内容につきましては、事項別明細書に沿って説明

をさせていただきます。  



－21－ 

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

企画財政課長 以上が、歳入歳出予算の内容であります。  

       議案第４０号の説明とさせていただきますので、よろしくご審議賜り、ご賛同

いただきますよう、お願い申し上げます。  

       続きまして、議案第４１号について、ご説明申し上げます。  

       本議案は、田原幼児園及び町民第２グランドの敷地となっている西田原字西畑

１４５８番と１４５９番について、民法第１６２条の規定による所有権の時効取

得を援用して、共有持分移転登記手続請求の訴えを提起するため、議会の議決を

お願いするものです。  

       訴えの相手方は、登記名義人９７名中６名に係る相続関係人で、総数は５７名

となりますので、議案の別紙として一覧にお示しをしております。なお、対象と

なる登記名義人は議案第４１号資料としてお示しをしておりますので、ご参照く

ださい。  

       本件訴えの提起に係る議案は４回目となります。土地の経緯並びに訴えの提起

に至った理由等につきましては、平成２３年６月議会での説明のとおりでありま

すので、簡潔に申し上げます。  

       対象物件の２筆は、当町保管の土地台帳では昭和２６年に寄附によって田原村

に所有権移転したと記されておりますけれども、所有権移転登記には至っており

ません。登記名義人９７名に係る相続関係人は現時点で実数９００人近くとなっ

ており、すべての方に同意をいただいた上で所有権移転登記手続をするには相手

方にも負担が発生いたしますし、困難も予想されることから、訴えを提起してそ

れぞれの持分移転登記の手続を求めるものでございます。  

       本件によりまして、登記名義人のうち９３名に係る相続関係人に対して訴えを

提起することになりますが、残る登記名義人４名につきましては、相続人がいな

いなど特殊な状況でございますので、手続等につきましては、今後、関係機関と

協議しながら進めてまいります。  

       以上、議案第４１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますよう、お願い申し上げます。  

議 長 次、議案第４２号、工事請負契約について、議案第４３号、工事請負契約につ

いて、議案第４４号、工事請負契約について、各案に対する詳細なる説明を担当

課長から求めます。  

下 水 道 課 長 議案第４２号、議案第４３号及び議案第４４号について、ご説明を申し上げま

す。 

       ３議案の工事につきましては、平成２４年５月２８日に一般競争入札に付した

もので、請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によ

り、議会の議決をお願いするものでございます。  

       それでは、議案第４２号について、ご説明をいたします。  

       工事名は、西光寺地区下水道面整備工事（第３工区）で、契約金額は８，２２

１万５，０００円。契約の相手方は、福崎町高橋の株式会社広築福崎営業所でご

ざいます。  

       議案第４２号資料１ページに入札の結果をお示ししております。  

       議案第４２号資料２ページに位置図をお示ししておりますので、ごらんくださ

い。 

       整備区域は主に町道東大貫溝口線の北側で、西側は上井郷水路から県道西田原

姫路線の東側の範囲でございます。  

       資料３ページに第３工区の下水管路をお示ししておりますので、ごらんくださ
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い。 

       工事概要を右下にお示ししております。工事総延長は２，６０３メートル、こ

のうち管布設工の口径１５０ミリが２，４５２メートル、口径７５ミリが１５１

メートルで、マンホール設置工が１０２カ所、取付管及び公共ます設置工が９２

カ所となっています。  

       続きまして、議案第４３号について、ご説明いたします。  

       工事名は、西光寺地区下水道面整備工事（第４工区）で、契約金額は６，７８

３万円。契約の相手方は、姫路市広畑区の株式会社平野組でございます。  

       議案第４３号資料１ページに入札の結果をお示ししております。  

       次の２ページに位置図をお示ししておりますので、ごらんください。  

       整備区域は主に西光寺集落の墓地周辺と、中国縦貫自動車道南側の上井郷水路

と県道西田原姫路線に囲まれた範囲でございます。  

       資料３ページに第４工区の下水管路をお示ししておりますので、ごらんくださ

い。 

       工事概要を右下にお示ししております。工事総延長は２，０７７メートル、こ

のうち管布設工、口径１５０ミリが２，０７７メートルで、マンホール設置工が

９７カ所、取付管及び公共ます設置工が６９カ所となっています。  

       続きまして、議案第４４号について、ご説明いたします。  

       工事名は、西光寺地区下水道面整備工事（第５工区）で、契約金額は６，５９

４万円。契約の相手方は、姫路市広畑区の株式会社平野組でございます。  

       議案第４４号資料１ページに入札の結果をお示ししております。  

       次の２ページに位置図をお示ししておりますので、ごらんください。  

       整備区域は、主に桜下池の西南から福崎東中学校の東側の西光寺集落東部の範

囲でございます。  

       資料３ページに第５工区の下水管路をお示ししておりますので、ごらんくださ

い。 

       工事概要を右下にお示ししております。工事総延長は１，７８５メートル、こ

のうち管布設工の口径３００ミリが２６６メートル、口径１５０ミリが１，５１

９メートルで、マンホール設置工が６１カ所、取付管及び公共ます設置工が４７

カ所となっています。  

       工期につきましては、３議案とも各資料１ページの入札結果表の最下段のとお

り、平成２５年２月２８日までとしております。  

       以上で、議案第４２号、議案第４３号及び議案第４４号の説明とさせていただ

きます。３議案ともご審議を賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願いい

たします。  

議 長 以上で、本定例会１日目の日程は、すべて終了いたしました。  

       本日はこれにて散会することといたします。お疲れさまでございました。  

 

散会 午前１１時４５分 


